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衆
議
院
議
員
村
岡
敏
英
君
提
出
鳥
海
ダ
ム
の
早
期
着
手
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
か
ら
三
ま
で
に
つ
い
て

ダ
ム
建
設
事
業
は
、
一
般
に
、
河
川
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
六
十
七
号
）
第
十
六
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
河

川
整
備
計
画
の
策
定
、
調
査
・
地
元
説
明
、
用
地
買
収
、
生
活
再
建
工
事
、
転
流
工
工
事
、
本
体
工
事
の
順
で
実
施
さ
れ
る

も
の
で
あ
る
。

お
尋
ね
の
鳥
海
ダ
ム
建
設
事
業
に
つ
い
て
は
、
国
土
交
通
省
が
開
催
し
て
い
る
「
今
後
の
治
水
対
策
の
あ
り
方
に
関
す
る

有
識
者
会
議
」
（
以
下
「
有
識
者
会
議
」
と
い
う
。
）
が
平
成
二
十
二
年
九
月
に
取
り
ま
と
め
た
「
今
後
の
治
水
対
策
の
あ

り
方
に
つ
い
て

中
間
と
り
ま
と
め
」
に
沿
っ
て
、
国
土
交
通
省
東
北
地
方
整
備
局
（
以
下
「
東
北
地
方
整
備
局
」
と
い
う
。

）
に
お
い
て
、
ダ
ム
事
業
の
検
証
に
係
る
検
討
を
実
施
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
今
後
、
東
北
地
方
整
備
局
に
お
い
て
、

学
識
経
験
を
有
す
る
者
、
関
係
住
民
、
関
係
地
方
公
共
団
体
の
長
等
及
び
東
北
地
方
整
備
局
事
業
評
価
監
視
委
員
会
の
意
見

を
聴
い
た
上
で
対
応
方
針
案
を
決
定
し
、
国
土
交
通
大
臣
が
、
こ
の
報
告
を
受
け
て
、
有
識
者
会
議
の
意
見
を
聴
い
た
上
で

対
応
方
針
を
決
定
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
同
省
と
し
て
は
、
で
き
る
だ
け
早
期
に
対
応
方
針
を
決
定
し
、
こ
れ
に
沿
っ

て
適
切
に
対
応
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。


